
 

保護者の方へ 

現在，茨城県内では，「溶連菌感染症」や「流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）」，「水痘（水ぼうそう）」が流行

しております。感染症の予防の基本は手洗い・うがいです。 

下記の学校感染症に感染した場合は，欠席扱いならず「出席停止」の措置がとられます。 

 

 

○「その他の感染症」になり得る学校感染症 

・溶連菌感染症 ・感染性胃腸炎 ・マイコプラズマ感染症 ・手足口病 

・伝染性紅斑（りんご病）  ・ヘルパンギーナ    など 

 

医療機関で感染症と診断を受けましたら，担任までお知らせください。 

学校から「出席停止について（通知）」の用紙を配付します。 

保護者の方が記入し，担任に提出となります。 

※診断書は必要ありません。 


